
 

世田谷区公契約適正化委員会（第１回）次第 

 

令和２年８月２６日（水）午後１時３０分 

場所：文化生活情報センター ワークショップルーム B 

 

 

 

○ 開会 

 

１．審議 

  ・審議日程等 

  ・意見交換 

 

２．その他 

 

○ 閉会 

 

 

 

配付資料 

 ・次第 

 ・【資料１】公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会 審議日程 

・【資料２】令和元年６月２６日付諮問に係る中間報告 

・【資料３】他自治体における労働報酬下限額の状況 

・【資料４－１】東京都の最低賃金 

・【資料４－２】区の常勤職員の初任給における時間単価 

・【資料４－３】令和２年度非常勤職員報酬額一覧 

・【資料４－４】令和元年度契約件数 

 ・【資料５】世田谷区公契約条例に関する事業者アンケート調査結果 

・【資料６】世田谷区の契約・指定管理協定における設置を要する職種及び案件 

数（令和元年度実績） 

 

 



【　資料１　】
令和２年８月２６日

公契約適正化委員会 区の動き 国・都の動き

労働報酬専門部会 予算編成スケジュール その他

４月
新労働報酬下限額適用

５月 臨時会

６月

　
２定 6/26【厚生労働省中央最低賃金審議会】

諮問

７月

【東京労働局東京地方最低賃金審議会】
諮問
7/22【厚生労働省中央最低賃金審議会】
答申

８月
　8/26　　第１回 委員会
　　　　　  第１回 専門部会

8/5【東京労働局東京地方最低賃金審議会】
答申

９月
 

各部予算見積り 上旬【東京労働局】公示

１０月
　10/28　第２回 専門部会 令和３年度予算編成作業 上旬【東京労働局】発効

特別区人事委員会勧告

１１月
 ４定

１２月
当初予算（原案）

１月
 　1/29　第２回 委員会
　　　 　　 答申案

当初予算案内示【下旬】

２月
１定

【国土交通省】公共工事設計労務単価
を決定

３月 　 告示
当初予算案議決

４月
新労働報酬下限額適用

５月 　　　　　　　任期　５月３１日まで

公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会　審議日程（予定）

（令和元年度実績に基づく想定）

２年度
（2020
年度）

３年度
（2021
年度）

下限額について

常任委員会報告→告示

３定



令和２年２月１４日 

世田谷区長 

 保坂 展人 様 

 

世田谷区公契約適正化委員会 

会長 中川 義英 

 

令和元年６月２６日付諮問に係る中間報告 

 

諮  問 

○公契約にかかる区内の経営環境と労働条件の改善・向上を図るための施策について 

○工事以外の公契約における職種別の労働報酬のあり方について 

 

 

世田谷区公契約条例第６条第２項の規定に基づく、令和元年６月２６日付諮問について、

これまで公契約適正化委員会において各委員から出された意見を、答申に向けた検討の方

向性として取りまとめ、以下のとおり中間報告とする。 

今後、答申に向けてさらに議論を深めていくが、この中間報告において課題としている

方向性が条例の本旨に則り、納税者である区民の理解が得られ、区の各事業との整合性を

図ることを前提に、今後の予算や入札制度の改善において可能な限り先行して反映し、区

内産業の振興及び地域経済の活性化が図られることを望むものである。 

 

１．検討の過程で出された意見等 

（１）諮問「公契約にかかる区内の経営環境と労働条件の改善・向上を図るための施策に

ついて」 

・公契約の実効性の担保の観点から、下請けも含めた労働条件の確保及び労働報酬下限

額の適用状況の把握が必要である。 

・公契約条例の適用状況の把握については、事業者側の経営環境の観点からの把握も必

要である。 

・事業者の取引業務における公契約の占める割合なども公契約の実効性担保に影響があ

ると考える。 

・適正な予定額による公正・公平で競争性のある入札が担保されるよう、予定額の算定

に関しても公契約の趣旨を踏まえた入札制度の改革を継続することが望まれる。 

・下請け業者、一人親方等も含めた法定福利費の遵守の促進に向けた検討を進める必要

がある。 

・工事車両の搬入や騒音対策等、工事現場の周辺環境（自然災害等、予期しえぬ事象を

含む）を加味した予定価格や工期の設定の可能性を探るべきである。 

・区による労働条件・経営状態等の実態把握をさらに進めることが重要である。（労働

条件確認帳票、実態調査、アンケート調査） 

・区民、事業者、従業者に向けた公契約条例の主旨及び内容の周知、啓発の一層の推進

を図っていく必要がある。 

【資料２】 



 

（２）諮問「工事以外の公契約における職種別の労働報酬のあり方について」 

・委託業務については、配置人員、職種を指定した仕様や業務内容を細かく指定し従事

者の要件などは指定していない仕様があり、何を職種として定義するかが重要である。 

・委託業務を中心的に担う職種は、業務内容によりそれぞれ異なるため、職種別の労働

報酬下限額の適用範囲について検討が必要である。 

・職種の定義については、資格と業務のどちらに着目するかについても検討が必要であ

る。 

・人材確保の視点からの検討も必要である。 

 

 

２．今後の検討課題とその項目 

（１）諮問「公契約にかかる区内の経営環境と労働条件の改善・向上を図るための施策に

ついて」 

 ①経営環境の改善について 

・技術者及び若手人材の確保、育成支援 

・賃金水準向上をめざした適正経営規模のあり方 

②適正な労働条件等の確保について 

・賃金のあり方 

・公契約の対象となる労働者の範囲の明確化 

・働き方改革の推進に向けた担い手３法の具体化の検討 

③公正かつ適正な入札の実施について 

・社会経済状況等に適合し、区内の産業育成に効果的な入札・契約制度の改善 

・業務委託における入札・契約時の見積内訳の透明化 

・総合評価方式のあり方（拡充）―金額、評価項目の範囲、工事種別等の検討 

・入札参加資格の弾力化―区内事業者育成の観点から、経営規模や技術者数に応じた

手持ち工事数の検討 

 

（２）諮問「工事以外の公契約における職種別の労働報酬のあり方について」 

①公契約の対象となる業務と職種（業種）別の整理 

②職種（業種）別の労働報酬下限額設定の考え方 

③人材確保の観点からの労働報酬下限額設定のあり方 

④経営環境と労働条件の両方の視点での職種別賃金体系の将来像 

 

 

３．区の取り組みを踏まえた答申に向けた今後の検討の方向性 

区では平成２７年に世田谷区公契約条例を施行後、その運用にあたり、一定額以上の

契約案件について、事業者から労働条件確認帳票（チェックシート）の提出を求め、契

約担当において、その内容に基づく従事者の労働条件等の確認を実施してきた。今年度

は、さらに発注元である事業所管課においても受注者に対して確認をするよう事務を変

更しており、全庁を挙げての取り組みへと拡大してきた。また、チェックシートに記載

の労働条件の実態を把握するため、事業者を対象に社会保険労務士による訪問調査にも

着手している。 



また、諮問に関連する事項を含め、来年度契約する事業者に対し、公契約条例の運用

に伴う経営環境と労働環境への影響等を把握するため、事業者向けアンケートを実施し、

４月１日から契約する事業者に配付を開始したところである。 

  このアンケートについては、工事と工事以外（委託等）の２種を作成しており、公契約

条例制定による履行内容の質の向上や賃金の上昇、労働環境の改善にかかる共通の質問

に加え、工事請負契約にあっては、元請け事業者における下請負者の賃金や社会保険の

加入状況の把握についての質問、また、工事以外の契約にあっては、職種別下限額設定

に当たって望ましいと思われる職種についての質問などを設定している。この事業者ア

ンケートの分析結果については、来年度当初開催予定の当委員会への中間報告が予定さ

れている。 

当委員会では、こうした区の取り組みの評価も含め、公契約条例の適正な履行に向け

て、引き続き諮問に関する、議論・検討を重ね、来年度の答申に向けて取り組んでいく。 

 

 



【資料４－１】
令和２年８月２６日

世田谷区財務部経理課

平成27年10月1日 平成28年10月1日 平成29年10月1日 平成30年10月1日 令和元年10月1日

　時間額 ９０７円 ９３２円 ９５８円 ９８５円 １，０１３円

　増加額（増加率） ― ２５円（２．８％） ２６円（２．８％） ２７円（２．８％） ２８円（２．８％）

(厚生労働省、東京労働局ホームページより）

【参考】近隣県最低賃金

平成27年10月1日 平成28年10月1日 平成29年10月1日 平成30年10月1日 令和元年10月1日

　神奈川県 ９０５円 ９３０円 ９５６円 ９８３円 １，０１１円

　埼玉県 ８２０円 ８４５円 ８７１円 ８９８円 ９２６円

　千葉県 ８１７円 ８４２円 ８６８円 ８９５円 ９２３円

(厚生労働省、東京労働局ホームページより）

発効年月日

発効年月日

○東京都の最低賃金



種目 件数 うち下限額
対象件数

全件数(3161件)に占める
下限額対象件数の割合

種目件数に占める
下限額対象件数の割合

建築 122 60 1.90% 49.18%

土木 112 58 1.83% 51.79%

設備 101 40 1.27% 39.60%

造園 31 8 0.25% 25.81%

工事合計 366 166 5.25% 45.36%

委託 2151 345 10.91% 16.04%

印刷 74 2 0.06% 2.70%

物品購入 342 32 1.01% 9.36%

測量・設計 152 27 0.85% 17.76%

売払 32 0 0.00% 0.00%

賃貸借 44 - - -

工事以外合計 2795 406 12.84% 14.53%

全件数 3161 572 18.10% 18.10%

令和元年度協定件数

件数 うち下限額
対象件数

指定管理 51 35 68.63%

【　資料４－４　】
世田谷区財務部経理課

令和２年８月２６日

令和元年度契約件数（予定価格５０万円を超えるもの）

　　　　※令和2年5月31日現在

全件数（51件）に占める
下限額対象件数の割合



種目 件数 総数

建築工事 60

土木工事 58

設備工事 40

造園工事 8

種目 件数 総数

建物清掃業務 1

道路・公園・河川等清掃業務 25

施設管理業務 44

資源・ごみ等の収集運搬業務 19

運搬・車両運行業務 9

給食調理業務 27

その他（委託） 220

印刷業務 2

物品購入 32

測量・設計委託 27

指定管理 35

委
託
等
工
事
以
外

406

労働報酬下限額対象案件（内訳）
（令和元年度実績）　

【工　　事】予定価格３,０００万円以上

工
事

166

【工事以外】予定価格２,０００万円以上



 


